
旧管理計画書 新管理計画書（案）

１　管理の基本方針 １ 大雪山国立公園の概況
（１）保護に関する方針 （１）大雪山国立公園の概況
　　ア　風致景観の特性及び保全対象 　ア 地理・地形
　　イ　保全対象の保全方針 　イ 気象条件
（２）利用に関する方針 　ウ 植生
　　ア　利用の特性及び利用方針 　エ 動物
　　イ　利用施設の整備及び管理方針 　オ 利用環境
　　ウ　利用の指導及び利用規制方針 　カ 社会条件

２　風致景観の管理に関する事項 ２ 管理の基本方針
（１）許可、届出等取扱方針 （１）大雪山国立公園の将来目標
　　ア　特別地域及び特別保護区 （２）保護に関する方針
　　イ　普通地域 （３）利用に関する方針
（２）公園事業取扱方針
　　ア　共通事項 ３ 風致景観及び自然環境の保全に関する事項
　　イ　集団施設地区 （１）特に配慮すべき風致景観及び自然環境
　　ウ　単独施設 （２）関連施策との連携
　　エ　道路 　ア 国有林施策との連携

　イ 道有林施策との連携
３　地域の開発、整備に関する事項 　ウ 天然記念物施策との連携
（１）自然公園施設 　エ 景観法施策との連携
　　ア　各地区の利用形態及び整備方針 （３）野生動植物の保護管理
　　イ　各種公共団体事業 　ア 鳥獣保護区の指定状況
（２）一般公共施設 　イ ヒグマ

　ウ エゾシカ
４　事業施設の管理に関する事項 　エ 希少野生動植物の保護
（１）国有財産の管理 　オ 外来生物の侵入・定着の防止
　　ア　土地
　　イ　建築物 ４ 適正な公園利用の推進に関する事項
　　ウ　その他の工作物 （１）公園利用施設の整備及び維持管理

　ア 各地区の利用形態及び整備方針
５　利用者の指導等に関する事項 　イ 各種公共団体事業
（１）基本方針 　ウ 一般公共施設
（２）自然解説に関する事項
　　ア　利用者タイプ別基本方針 （２）利用の制限
　　イ　各地区ごとの方針 　ア 自動車の利用規制
　　ウ　自然に親しむ運動 　イ 野営の規制及び誘導
　　エ　ビジターセンターの利用、運営 　ウ 夏スキーの規制
　　オ　自然探勝路の利用、管理 　エ 車馬・動力船の規制
　　カ　解説板の整備方針
（３）利用の規制
　　ア　自動車の利用規制 　カ 植生保護のための立入規制
　　イ　野営の規制
　　ウ　夏スキーの規制
　　エ　車馬・動力船の規制 （３）利用者の安全対策

　ア 火山活動
　イ 有毒ガス地帯
　ウ 渓谷（落石）
　エ ヒグマ

　　キ　避難小屋の管理運営 　オ 高山
　　ク　ゴミの持ち帰りの徹底 （４）普及啓発
　　ケ　携帯トイレ利用と持ち帰りの徹底 　ア 利用者タイプ別基本方針

　イ 各地区ごとの方針
　ウ 自然に親しむ運動

　　サ　公園利用マナーの徹底 　エ ビジターセンターの利用、運営
（４）利用者の安全対策 　オ ゴミの持ち帰りの徹底
　　ア　活火山 　カ 携帯トイレ利用と持ち帰りの徹底

大雪山国立公園管理計画書の目次の新旧比較表

　オ 登山道での自転車等車馬の乗り入
　　　　れの規制

　キ 山岳地帯へのペット類の持ち込み
　　　　の自粛

　　オ　登山道での自転車等車馬の乗り入
　　　　れの規制
　　カ　植生の保護のための立ち入りの規
　　　　制

　　コ　山岳地帯へのペット類の持ち込み
　　　　の自粛
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大雪山国立公園管理計画書の目次の新旧比較表

　　イ　地獄地帯、有毒ガス地帯 　キ 公園利用マナーの徹底
　　ウ　渓谷（落石）
　　エ　ヒグマ
　　オ　高山 　ア グリーンワーカー事業

　イ パークボランティア活動
６　地域の美化に関する事項
（１）美化清掃計画
（２）修景緑化計画
（３）緑化植物参考資料 （１）許可、届出取扱方針

　ア 特別地域及び特別保護地区
７　その他必要な事項 　イ 普通地域
（１）希少動植物保護 （２）公園事業取扱方針
　　ア　希少動物 　ア 共通事項
　　イ　希少植物 　イ 集団施設地区
（２）野生動物問題に関する対応 　ウ 単独施設
　　ア　ヒグマ 　エ 道路
　　イ　エゾシカ 　オ 運輸施設

別掲図２　「　　　　　〃　　　（天人峡）」
別掲図３　「　　　　　〃　　（吹上温泉）」
別掲図４　「　　　　　〃　（然別湖周辺）」 　ア 土地

　イ 建築物
　ウ その他の工作物

　ア 美化清掃計画
　イ 修景緑化計画
　ウ 緑化植物参考資料

追補
　参考資料

　参考事項
　　Ⅰ　大雪山国立公園管理計画検討会名簿 別掲図２ 「　　　　　〃　　　（天人峡）」
　　Ⅱ　大雪山国立公園管理計画作成経緯 別掲図３ 「　　　　　〃　　（吹上温泉）」

別掲図４ 「　　　　　〃　（然別湖周辺）」

追補
参考資料

参考事項
　Ⅰ 大雪山国立公園管理計画検討会名簿
　Ⅱ 大雪山国立公園管理計画作成経緯

「大雪山国立公園の特別地域における行為
　の許可基準の特例（平成14年環境省告示
　第41号）（然別湖畔地区）」

資料 1 「大雪山国立公園内の法面緑化の
　　　　　　材料・工法」

別掲図１ 「特に風致景観保護の必要性が
　　　　　　　　極めて高い地区（層雲峡）」

別掲図５ 「キャンプ場・避難小屋及び野
　　　　　　営指定地位置図」

「大雪山国立公園の特別地域における行為
　の許可基準の特例（平成12年環境庁告示
　第48号）（糠平地区）」

（５）グリーンワーカー事業・パークボラ
　　　ンティア活動

６ その他国立公園の適正な保護と利用に
　　必要な事項

５ 公園事業及び行為許可の取扱に関する
　　事項

「大雪山国立公園の特別地域における行為
　の許可基準の特例（平成12年環境庁告示
　第46号）」

（１）環境省所管地及び所管施設に関する
　　　こと

（２）その他公園管理において留意すべき
　　　事項

別掲図１　「特に風致景観保護の必要性が
　　　　　　　　極めて高い地区（層雲峡）」

別掲図５　「キャンプ場・避難小屋及び野
　　　　　　営指定地位置図」
資料　１　「大雪山国立公園十勝岳スキー
　　　　　　場事業執行取扱要領」
資料　２　「大雪山国立公園糠平スキー場
　　　　　　事業執行取扱要領」

資料 ２ 「大雪山国立公園糠平スキー場
　　　　　　事業執行取扱要領」
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